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企業向け
若年性認知症セミナー

埼玉県 福祉部 地域包括ケア課

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」
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埼玉県における若年性認知症の施策について

１ 若年性認知症とは

２ 高齢者の認知症との違い

３ 共生社会の実現を推進するための
認知症基本法について

４ 若年性認知症支援コーディネーターについて

埼玉県における若年性認知症の施策について １/９
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１ 若年性認知症とは

埼玉県における若年性認知症の施策について ２/９

定
義

６５歳未満で発症する認知症

特
徴

症状は高齢者の認知症と同じだが、発症年齢が若いため、
多くの課題に直面する。

状
況

人口10万人あたりの有病率 約５０．９人
埼玉県内では約２，２００人いると推計されている。

課
題

・若年性認知症になった場合の雇用の継続や新たな雇用の確保
・高齢者が利用する一般のデイサービス等には馴染みにくく、家に閉じ
こもりがちになり、症状の進行や家族への過度な介護負担につながる。
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２ 高齢者の認知症との違い

埼玉県における若年性認知症の施策について ３/９

発症年齢が平均５４歳で、
男性に多い。

経済的な問題が大きい

初期症状が認知症特有のもの
ではなく、診断しにくい

主介護者が配偶者に集中する

身体機能は保たれていること
が多く、外見では分からない

家庭内での課題が多い
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３ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について

埼玉県における若年性認知症の施策について ４/９

共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下、認知症基本法)

令和５年６月15日成立、令和６年１月１日施行

(目的)
第一条 この法律は、(中略）認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を
持って暮らすことができるよう、(中略）認知症施策を総合的かつ
計画的に推進し、もって認知症の人を含めた国民一人一人がその
個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え
合いながら共生する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の
実現を推進することを目的とする。
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３ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について

埼玉県における若年性認知症の施策について ５/９

認知症施策推進基本計画 令和６年12月３日閣議決定

基本的施策３．認知症の人の社会参加の機会の確保等

（３）多様な主体の連携・協働の推進による若年性認知症の人等の

就労に関する事業主に対する啓発・普及等

基本的施策５．保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等

（２）保健医療福祉の有機的な連携の確保
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４ 若年性認知症支援コーディネーターについて

埼玉県における若年性認知症の施策について ６/９

● 若年性認知症支援コーディネーターとは

若年性認知症の人やその家族を支援するために、関係機関やサービス
担当者との「調整役」として、若年性認知症の人が自分らしい生活を
維持できるよう、総合的なコーディネートを行います。
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４ 若年性認知症支援コーディネーターについて

埼玉県における若年性認知症の施策について ７/９

各都道府県においては、若年性認知症の人やその家族からの相談窓口を
設置し、そこに若年性認知症支援コーディネーターを配置しています。

⇒埼玉県では、「埼玉県・さいたま市若年性認知症サポートセンター」に
コーディネーターを３名配置しています。

総合相談窓口
医療・福祉関係者
との連携

就労支援
社会参加に
関する支援

活動
内容
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４ 若年性認知症支援コーディネーターについて

埼玉県における若年性認知症の施策について ８/９

忘れることが多く、仕事上ミスが目立っている。

物忘れ外来の受診を勧めているが、本人が拒否している。

社員が若年性認知症の診断を受けたが、どう支援したらよいかわからない

看護師、社会福祉士、介護支援専門員などの専門の資格と経験を有した若年性認知症
支援コーディネーターがご相談に応じます。お気軽にご相談ください。

埼玉県・さいたま市若年性認知症サポートセンターにご相談ください

電話番号：

０４８-８１４ｰ１２１２
月～金 9:00 ～ 16:00

※年末年始・祝日除く
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埼玉県における若年性認知症の施策について

埼玉県ホームページ「若年性認知症に関する取組について」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchisyosesaku/jakunen.html

埼玉県における若年性認知症の施策について ９/９
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